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第６回青森県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部会議

における資料の訂正及び補足説明について

本日１０時１５分に開催した第６回青森県高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部会

議における資料について、下記のとおり訂正します。

また、移動制限及び搬出制限区域の解除時期について、補足します。

記

１ 資料の訂正 ※下線部が訂正部分です。

【正】４ 今後の対応

（中略）

（５）１２月１６日（金）（防疫措置完了後１０日経過）に、移動制限区域内

の農場において清浄性確認検査を行い、陰性の結果により、国と協議の上、

搬出制限区域を解除する。

【誤】４ 今後の対応

（中略）

（５）１２月１６日（金）（防疫措置完了後１０日経過）に、移動制限区域及

び搬出制限区域内の農場において清浄性確認検査を行い、陰性の結果によ

り、国と協議の上、搬出制限区域を解除する。



２ 移動制限及び搬出制限区域の解除時期に関する補足

（１）清浄性確認検査の方法と検査所要日数

検査方法 検査の所要日数

１ 臨床検査 検査当日

２ 血清抗体検査 ３日程度

３ ウイルス分離検査 ７日程度

（２）清浄性確認検査の対象農場

移動制限区域（発生農場を中心とした半径３キロメートル以内）の３農場

（３）移動制限及び搬出制限区域の解除時期の想定

検査が計画どおり終了し、結果が全て陰性であった場合の解除時期の想定

清浄性確認検査 １２月１６日

↓ （７日間）

検査結果が判明 １２月２３日

↓ （国との協議）

搬出制限区域の解除 １２月２３日

↓ （防疫措置完了後 21日経過した日で国と協議）
移動制限区域の解除 １２月２７日（火）午前０時
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